
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜県：介護高齢課＞　※２  

－協議事項等－  

 ・設置主体  

 ・立地条件  

 ・規模及び構造設備  

  ・職員の配置等

 ・施設の運営管理

  ・提供するｻｰﾋﾞｽ

 ・事業、資金計画  

  ・入居一時金等  

  ・契約内容等

 ・募集、市場調査等

 【農転許可】　市街化区域以外

 

※公募選定の

　場合は省略可

　【建築確認】

 　　入居募集

 

 

 

■各欄の※印は、当該手続時に相互の連絡調整を行うことを示します。

　【参考】　有料老人ホームの設置届出にかかる関係部局等との連携について（令和６年２月現在）

市町村意見書
の聴取・提出

（社）有料老
人ﾎｰﾑ協会

入会相談
加入相談

入会申請

入会資格審
査委員会

・未届有老
・建物転用
・事業承継
・その他

<県土木事務所、県建築課> 　※３
<中核市、特例市：前橋市、高崎市、
　伊勢崎市、太田市>
<３市：桐生市、藤岡市、館林市>

＜県土木事務所、県建築課＞   　 ※３
＜中核市、特例市：前橋市、高崎市、
　伊勢崎市、太田市＞
＜３市：桐生市、藤岡市、館林市＞

市街化区域

設置届出

非線引
き区域

<県：介護高齢課>　　 ※４

有料老人ホームの届出

・利用目的審査

<県土地・水対策室>

建設工事着工

事前協議
（事前協議書）

調整区域

 線引き区域

<市町村開発担当課>　　　※１、 ※２

都市計画区域内

都市計
画

区域外

　　土地所有者

「準会員表
示」

届出

１万㎡
以上

　　【国土法に基づく届出】

建築確認申請

＜県土木事務所（前、髙、太、沼、中）＞
＜６市（前、髙、桐、伊、太、館）＞

確認

　　<市町村>

　　公告・縦覧

許可

土地利用審査会

　　・造成工事　　・完了届

　・県農業事務所経由で
　 県農政課へ

　　＜市町村農業委員会＞

当事者双方

勧告 勧告しない

＜県土木事務所（前、髙、太、沼、中）＞
＜６市（前、髙、桐、伊、太、館）＞　※４

　　事業者

事業者・土地所有者

　農転申請　　 ※１

 千㎡以上
 ３千㎡
以上

許可

審査会

　同意<県農政課>

　公告<市町村>

　同意協議

　　<県農業事務所>　 ※２

　市町村指導要綱に基づく
　事前協議等

　　開発許可申請

　　事業者

開発行為・建築確認

 ＜県農業事務所、県農政課
　　農林水産省＞
＜前橋市、高崎市、桐生市、
　 伊勢崎市、太田市、沼田市、
　 館林市、渋川市、藤岡市、
　 富岡市、安中市、みどり市、
　 甘楽町＞　　※２
 ・２㌶以下：県農業事務所、
　　　　　　　 前橋市ほか１１市
 ・２㌶超～４㌶以下：県農政課
 ・４㌶超：農林水産大臣
　　県農業会議に諮問

<老人福祉
　担当課>

　事前協議
　省略可能
　な場合

 市町村と
の調整
　　の調

立地条件
等の適否

　　・検査済証　　・公告
事前協議終了

【開発行為】

　　<市町村> 　※１

 【農振除外】

農振除外・農転許可・国土法届出

　　除外申出

　　事前相談

協会会員
基金加入

着工届

事業開始報告

（注意）
　介護高齢課保健・居住施設係が所管する部分は、有料
老人ホーム専用スペースのみであり、通所、訪問、居宅
介護事業所等を併設する場合は、設置住所地を所管する
保健福祉事務所又は市町村の介護保険施設担当課に確認
してください。

　＜市町村長＞

　・知事あて意見書　※１

（注意）
①上記は、申請から許可までの概要です。設置予定
市町村や事業規模等により、取扱が異なる場合があ
ります。
②市街化調整区域内の場合は、有料老人ホーム事前
申出前に当該開発行為の見通しについて許可権限の
ある県関係機関又は市と事前相談をする必要があり
ます。
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